


             

令和２年３月１７日 

同時発表 国土交通省自動車局 

 

 

 

自動車の廃車等に係る窓口の混雑緩和対策 
～新型コロナウイルス感染拡大防止～ 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 新型コロナウイルス感染症については、感染の流行を早期に終息させるために、クラスター

（集団）が次のクラスター（集団）を生み出すことを防止することが極めて重要であり、徹底し

た対応を講じていく必要があります。 

 

自動車の所有者に課される軽自動車税の賦課期日が４月１日であるため、廃車等の手続き（自

動車検査証返納等）を３月末までに終了させるよう申請が年度末に集中し、不特定多数の申請者

が全国の軽自動車検査協会の窓口に訪れる傾向がありますが、上記取り扱いを踏まえ、３月中の

来所を避けて頂きますようご理解とご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 窓口の混雑緩和対策のため、国土交通省・総務省との協議の結果、「３月中に廃車や使用停

止を伴う所有権変更が行われ、かつ、１５日以内に所定の手続きがなされたものであれば、

当該手続き及び税申告が令和２年４月以降であっても３月中に事由が発生したことを前提と

して課税処理を行っていただきたい」旨、総務省から地方自治体へ通知されましたので、当

該取り扱いを踏まえ、３月中の来所を避けて頂きますようご理解とご協力をお願いいたしま

す。 
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